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令和○年○月○日  

 

事 故 報 告 書 

 

東北農政局農村振興部農地整備課長  殿  

 

○○県○○部○○課長  

 

県内の○○市の多面的機能支払交付金対象組織において事故が発生しましたので、下記の

とおり報告します。 

記  

 

１   組 織 名   ○○活動組織（活動期間：令和○○年～令和○○年）  

２   組織所在地    ○○県○○市○○字○○ 

３   対 象 施 設     水路  

４   活 動 内 容     草刈り 

５   被 災 者     ○○ ○○ （性別  ○）  ○○歳   構成員  

６   被 災 場 所     ○○県○○市○○字○○（活動区域内）  

７   被 災 日 時     令和○年○月○日（○曜日） 午前○時○○分 頃  

８   保 険 加 入     有  

９   事故の状況  

  ・水路の草刈り作業時、誤って側溝に転落し、右足じん帯を損傷した。 

  ・事故後、自家用車で病院に向かい診断を受け、全治１か月の診断。 

  ・治療は組織が加入している保険で対応。 

   （※被災要因、受傷部位、受傷程度、入院・通院の別、全治期間がわかるように記載）  

１０  事故後の措置状況等  

【救急車要請】    無  

【警察署】      届出無  

【請負者】      無  

【マスコミ取材、新聞掲載、テレビ報道等】   無  

- 86 - - 87 -



- 89 -

令
和

６
年

度
 

秋
田

県
内

の
事

故
状

況
に

つ
い

て
（

多
面

的
機

能
支

払
交

付
金

）

N
o.

事
故

発
生

日
事

故
報

告
日

年
齢

活
動

負
傷

の
程

度
事

故
内

容
保

険
加

入

1
R6

.5
.2

R6
.5

.2
70

代
農

地
維

持
水

路
草

刈
り

・
泥

上
げ

肋
骨

骨
折

草
刈

り
作

業
中

に
法

面
を

下
り

る
際

、
桝

に
肋

骨
を

強
打

し
た

。
済

2
R6

.5
.2

5
R6

.6
.1

0
82

農
地

維
持

水
路

草
刈

り
マ

ム
シ

咬
傷

草
刈

り
作

業
の

休
憩

中
に

マ
ム

シ
に

咬
ま

れ
た

。
済

3
R6

.5
.3

1
R6

.6
.5

62
農

地
維

持
水

路
草

刈
り

脛
裂

傷
全

治
２

週
間

草
刈

り
作

業
中

に
足

を
滑

ら
せ

集
水

桝
に

転
落

し
、

脛
を

強
打

し
た

。
済

4
R6

.6
.2

R6
.6

.2
5

55
農

地
維

持
水

路
草

刈
り

右
腕

打
撲

草
刈

り
作

業
中

に
足

を
滑

ら
せ

右
腕

を
強

打
し

た
。

済

5
R6

.6
.9

R6
.6

.1
0

64
、

70
農

地
維

持
水

路
草

刈
り

肋
骨

骨
折

、
両

腕
骨

折
、

顎
骨

折
、

脱
臼

、
顔

面
裂

傷
活

動
区

域
内

を
２

名
が

そ
れ

ぞ
れ

車
で

移
動

し
て

い
た

際
、

両
者

が
互

い
に

衝
突

し
、

両
者

と
も

道
路

法
面

下
へ

転
落

し
た

。
済

6
R6

.6
.1

6
R6

.6
.2

7
70

代
農

地
維

持
水

路
草

刈
り

右
足

骨
折

全
治

３
週

間
草

刈
り

作
業

中
に

草
に

覆
わ

れ
て

い
た

側
溝

に
気

づ
か

ず
落

下
し

た
。

済

7
R6

.6
.3

0
R6

.7
.1

83
農

地
維

持
水

路
草

刈
り

尾
て

い
骨

骨
折

全
治

４
週

間
草

刈
り

作
業

中
に

足
を

踏
み

外
し

排
水

路
に

転
落

し
た

。
済

8
R6

.7
.1

R6
.7

.1
79

農
地

維
持

水
路

草
刈

り
手

指
粉

砕
骨

折
入

院
２

週
間

草
刈

り
作

業
中

に
他

構
成

員
の

刈
払

機
の

刃
が

被
災

者
に

接
触

し
た

。
済

9
R6

.7
.1

5
R6

.7
.1

6
73

資
源

向
上

（
共

同
）

増
進

活
動

右
足

関
節

解
放

骨
折

入
院

４
週

間
草

刈
り

作
業

中
に

蜂
を

避
け

よ
う

と
し

た
と

こ
ろ

、
足

に
ツ

ル
が

絡
ま

っ
て

転
倒

し
、

後
方

で
草

刈
り

し
て

い
た

構
成

員
の

刈
払

機
に

接
触

し
た

。
済

10
R6

.7
.2

1
R6

.7
.3

1
69

農
地

維
持

水
路

草
刈

り
蜂

刺
傷

草
刈

り
作

業
中

に
藪

の
中

か
ら

出
て

き
た

蜂
に

背
中

を
刺

さ
れ

た
。

済

11
R6

.7
.2

7
R6

.8
.1

76
農

地
維

持
水

路
草

刈
り

蜂
刺

傷
草

刈
り

作
業

中
に

蜂
に

刺
さ

れ
た

。
済

12
R6

.8
.4

R6
.8

.2
2

65
、

73
資

源
向

上
（

共
同

）
植

栽
蜂

刺
傷

除
草

作
業

中
に

側
溝

内
か

ら
出

て
き

た
蜂

に
刺

さ
れ

た
。

済

13
R6

.1
0.

22
R6

.1
0.

23
48

農
地

維
持

水
路

泥
上

げ
左

足
甲

骨
折

入
院

１
週

間
泥

上
げ

準
備

の
た

め
バ

ッ
ク

ホ
ウ

の
ア

タ
ッ

チ
メ

ン
ト

交
換

を
行

っ
て

い
い

た
と

こ
ろ

、
ア

タ
ッ

チ
メ

ン
ト

が
足

へ
落

下
し

た
。

済

01234

5月
6月

7月
8月

9月
10

月

事
故

発
生

月
40

代 7% 50
代

7%

60
代

27
%

70
代

46
%80

代
13

%負
傷

者
年

齢
別

割
合

40
代

50
代

60
代
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代

80
代

秋田県 多面的機能支払の実施に関する基本方針（要綱基本方針）
１．取組の推進に関する基本的考え方 P 1
２．農地維持支払交付金に関する事項 P 1
３．資源向上支払交付金（地域資源の質的向上を図る共同活動）に関する事項 P 3
４．資源向上支払交付金（施設の長寿命化のための活動）に関する事項 P 6
５．広域協定の規模 P 8
６．地域の推進体制 P 9
関係団体の役割分担表 P 12
実施体制図 P 12
（別紙１）要約版 地域活動方針及び同指針に基づく要件（農地維持活動） P 13
（別紙２）要約版 地域活動方針及び同指針に基づく要件（資源向上（共同活動）） P 16
（別紙３）要約版 地域活動方針及び同指針に基づく要件（資源向上（長寿命化）） P 25

多面的機能支払交付金のあらまし P 27

「みどりチェック」に取り組みましょう！！ P 50

円滑な組織運営のためのポイント P 55

農地維持支払・資源向上支払（共同・長寿命化）の実施について
１．組織の設立～市町村の認定を受けるまでの流れ（概要） P 64
２．認定を受けてからの活動の流れ（概要） P 64
３．多面的機能支払の活動に当たっての注意事項等 P 65

安全管理の徹底について
１．多面的機能支払に係る安全管理の再徹底について P 76
２．共同活動の安全のしおり P 79
３．農作業中の熱中症を予防しましょう！！ P 85
４．事故報告書様式 P 87
５．多面的機能支払交付金 令和６年度秋田県内の事故発生状況について P 89

【  目  次  】

１１  事故後の対応等  

【事故の発生要因】  

・事前の作業場所の危険箇所の確認及び作業時の周囲の状況確認を行わずに作業を

行ったため。 

【事故後の組織の対応】    

・責任者は事前に作業場所の下見を行い作業環境の確認を行い作業者に周知する。 

・作業者は周囲の状況を十分に確認しながら作業を行う。 

【事故後の県（又は推進組織）及び市町村の対応】  

（市の対応）  

本事故の発生を受け、市内全組織に対し、以下内容の注意喚起文書を発出。 

 ・○○すること。 

・○○すること。 

（県の対応）  

     ・本事故の発生を受け、令和○年○月○日付け事務連絡により、市町村を通じて活動    

組織に注意喚起を行った。 

     ・今後も活動組織向けの会議等の場を活用して注意喚起を行う予定。 

１２  その他  

  ・○○○。（必要に応じて記載）  
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本事故の発生を受け、市内全組織に対し、以下内容の注意喚起文書を発出。 

 ・○○すること。 

・○○すること。 

（県の対応）  

     ・本事故の発生を受け、令和○年○月○日付け事務連絡により、市町村を通じて活動    

組織に注意喚起を行った。 

     ・今後も活動組織向けの会議等の場を活用して注意喚起を行う予定。 

１２  その他  

  ・○○○。（必要に応じて記載）  
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令和８年２月 

秋田県農林水産部農山村振興課 
秋田県多面的機能支援協議会 

対象組織向け

・多面的機能支払の実施に関する基本方針(要綱基本方針) 
・多面的機能支払交付金のあらまし 
・環境負荷低減のクロスコンプライアンス(みどりチェック） 
・円滑な組織運営のためのポイント 
・農地維持支払・資源向上支払(共同・長寿命化)の実施について 
・安全管理の徹底について 


